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v　　

行
政
不
服
審
査
法
の
使
い
か
た
│
目
次

　
　序

　
本
書
の
目
的
と
構
成
　	

	

1

目
的
／
構
成

　
　
新
し
い
行
政
不
服
審
査
法
の
全
体
像
　	

	

9

01
　
利
便
性
の
向
上
の
た
め
に
　	

	

10

不
服
申
立
て
の
手
続
の
審
査
請
求
へ
の
一
元
化
／
不
服
申
立
期
間
を
60
日
か
ら

3
か
月
に
延
長
／
標
準
審
理
期
間
の
設
定
／
争
点
・
証
拠
の
事
前
整
理
手
続
の

導
入
／
不
服
申
立
前
置
の
見
直
し
／
争
訟
の
1
回
的
解
決

第 1部



vi

02
　
公
正
性
の
向
上
の
た
め
に
　	

	

17

審
理
員
制
度
の
導
入
／
行
政
不
服
審
査
会
等
へ
の
諮
問
制
度
の
導
入
／
審
査
請

求
人
の
権
利
の
拡
充

03
　
行
政
手
続
法
に
よ
る
新
た
な
救
済
手
段
の
充
実
・
拡
大
の
た
め
に
　	

	

23

行
政
指
導
の
中
止
等
の
求
め
／
処
分
等
の
求
め

　
　
行
政
不
服
審
査
法
活
用
の
ポ
イ
ン
ト
　	

	

25

04
　
審
査
請
求
の
起
こ
し
か
た
　	

	

26

審
査
請
求
は
ど
の
行
政
庁
に
提
出
す
れ
ば
い
い
か
／
審
査
請
求
は
い
つ
ま
で
に

す
れ
ば
い
い
か
／
審
査
請
求
書
に
は
何
を
書
け
ば
い
い
か
／
審
査
請
求
の
受
付

は
ど
の
よ
う
に
さ
れ
る
か
／
執
行
停
止
を
と
る
に
は

05
　
審
理
員
審
理
の
流
れ
を
知
ろ
う
　	

	

35

審
理
員
と
は
な
に
か
／
審
理
員
に
よ
る
審
理
は
ど
う
進
む
の
か
／
審
理
員
に
直

接
話
を
聞
い
て
も
ら
い
、
処
分
庁
に
直
接
質
問
す
る
（
口
頭
意
見
陳
述
）
／
処

分
庁
が
審
理
員
に
提
出
し
た
書
類
を
閲
覧
し
よ
う
／
審
査
請
求
の
審
理
は
ど
の

程
度
の
期
間
が
必
要
か
／
審
理
員
審
理
の
終
結
と
審
理
員
意
見
書
／
審
理
員
に

よ
る
審
理
で
な
い
場
合
も
多
い

第 2部
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vii　　

06
　
ま
だ
、
行
政
不
服
審
査
会
が
あ
る
　	

	

49

行
政
不
服
審
査
会
等
へ
の
諮
問
と
は
／
行
政
不
服
審
査
会
で
は
ど
の
よ
う
な
審

議
が
行
わ
れ
る
の
か

　
　
個
別
分
野
に
お
け
る
不
服
申
立
て
　	

	

55

07
　
国
税
関
係
　	

	

56

国
税
不
服
申
立
て
の
構
造
等
／
再
調
査
の
請
求
の
手
続
／
審
査
請
求
の
手
続

08
　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
関
係
　	

	

74

う
ち
の
子
が
入
園
で
き
な
い
！
／
保
育
園
入
園
の
手
続
の
あ
ら
ま
し
／
不
服
の

理
由
／
求
め
る
裁
決
に
つ
い
て

09
　
生
活
保
護
関
係
　	

	

88

生
活
保
護
制
度
と
は
／
生
活
保
護
を
受
け
る
た
め
の
手
続
／
給
付
の
内
容
／
審

査
請
求
の
手
続
と
ポ
イ
ン
ト
／
審
査
請
求
に
つ
い
て
の
特
則

第 3部



viii

10
　
建
築
確
認
・
開
発
許
可
関
係
　	

	

109

開
発
事
業
を
巡
る
法
的
係
争
の
現
状
／
建
築
審
査
会
・
開
発
審
査
会
と
は
／
審

理
の
実
情
／
審
査
請
求
に
共
通
す
る
争
訟
要
件
を
巡
る
論
点
／
対
象
処
分
に
関

す
る
資
料
の
入
手
の
問
題

　
　
審
査
請
求
に
あ
た
っ
て
主
張
す
る
こ
と
　	

	

127

11
　
処
分
の
違
法
（
実
体
的
違
法
）　	

	

128

法
律
の
条
文
の
構
造:

要
件
と
効
果
／
効
果
裁
量
／
要
件
裁
量
／
事
実
認
定
／

信
義
誠
実
の
原
則
（
信
義
則
）
へ
の
違
反
　

12
　
処
分
の
不
当
　	

	

147

「
違
法
」
と「
不
当
」／
審
査
請
求
の
特
質
／
処
分
の
不
当
が
主
張
さ
れ
る
具
体

的
な
事
例

13
　
行
政
手
続
法
上
の
違
法
（
手
続
的
違
法
）、
不
作
為
の
違
法
、
教
示
の
違
法
　	

	

153

手
続
的
違
法
と
は
／
申
請
に
た
い
す
る
処
分
／
不
利
益
処
分
／
不
作
為
の
違
法

／
教
示
の
違
法

14
　
裁
決
に
た
い
す
る
不
服
申
立
て
の
方
法
（
行
政
不
服
審
査
法
上
の
違
法
）　	

	

171
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ix　　

裁
決
に
不
満
が
あ
る
場
合
／
原
処
分
を
と
ら
え
る
か
裁
決
を
と
ら
え
る
か
／
裁

決
固
有
の
瑕
疵
／
原
処
分
主
義
と
裁
決
主
義
　

15
　
行
政
手
続
法
に
お
け
る
処
分
等
の
求
め
　	

	

177

処
分
等
の
求
め
／
不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
と
の
異
同
／
行
政
庁
が
処
分

を
行
わ
な
い
場
合
の
不
服
申
立
て
の
手
段
／
条
例
に
根
拠
を
有
す
る
処
分
に
つ

い
て

終
　
法
化
社
会
の
実
現
に
向
け
て
　	

	

181

私
た
ち
の
生
活
と
法
化
社
会
／
私
た
ち
の
権
利
と
法
化
社
会
の
確
立
の
た
め
に

／
市
民
の
権
利
救
済
を
支
援
す
る
社
会:

法
化
社
会
の
基
盤
形
成
の
た
め
に
／

そ
ろ
そ
ろ
法
を
積
極
的
に
活
用
し
ま
せ
ん
か
？

　
　
行
政
不
服
審
査
法
要
綱
　	

	

189

資　料




